
【表紙】 

【提出書類】 半期報告書 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成18年11月27日 

【中間会計期間】 第24期中（自 平成18年３月１日 至 平成18年８月31日） 

【会社名】 株式会社インパクト二十一 

【英訳名】 IMPACT21 CO., Ltd. 

【代表者の役職氏名】 取締役社長  榎本 忠夫 

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋三丁目10番５号 

【電話番号】 03(3274)9864（代表） 

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長  矢部 勝己 

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋三丁目10番５号 

【電話番号】 03(3274)9864（代表） 

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長  矢部 勝己 

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 

（東京都中央区日本橋兜町２番１号） 



第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

提出会社の最近３中間会計期間及び最近２事業年度に係る主要な経営指標等の推移 

 （注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２．潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額については、潜在株式がないため、記載しておりませ

ん。 

３．持分法を適用した場合の投資利益は、子会社及び関連会社を有していないため、記載しておりません。 

４．第24期中より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第5号 平成17年12月９

日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号

平成17年12月９日）を適用しております。 

回次 第22期中 第23期中 第24期中 第22期 第23期 

会計期間 

自平成16年 
３月１日 
至平成16年 
８月31日 

自平成17年 
３月１日 
至平成17年 
８月31日 

自平成18年 
３月１日 
至平成18年 
８月31日 

自平成16年 
３月１日 
至平成17年 
２月28日 

自平成17年 
３月１日 
至平成18年 
２月28日 

売上高 （百万円） 15,743 15,764 15,172 31,527 31,095 

経常利益 （百万円） 3,057 2,910 2,190 6,014 5,056 

中間（当期）純利益 （百万円） 1,779 1,713 1,269 3,543 2,974 

持分法を適用した場合

の投資利益 
（百万円） － － － － － 

資本金 （百万円） 2,349 2,349 2,349 2,349 2,349 

発行済株式総数 （株） 19,780,400 19,780,400 19,780,400 19,780,400 19,780,400 

純資産額 （百万円） 26,465 28,717 30,064 27,733 29,413 

総資産額 （百万円） 36,680 37,454 39,517 37,533 38,609 

１株当たり純資産額 （円） 1,338.28 1,452.19 1,520.40 1,400.13 1,485.61 

１株当たり中間（当

期）純利益金額 
（円） 89.96 86.66 64.22 176.88 148.57 

潜在株式調整後１株当

たり中間（当期）純利

益金額 

（円） － － － － － 

１株当たり中間（年

間）配当額 
（円） 25 30 30 60 60 

自己資本比率 （％） 72.2 76.7 76.1 73.9 76.2 

営業活動によるキャッ

シュ・フロー 
（百万円） 2,461 △278 △32 4,890 1,993 

投資活動によるキャッ

シュ・フロー 
（百万円） △167 △1,239 52 △554 △1,859 

財務活動によるキャッ

シュ・フロー 
（百万円） △743 △693 △593 △1,238 △1,288 

現金及び現金同等物の

中間期末（期末）残高 
（百万円） 25,369 24,705 25,189 26,917 25,763 

従業員数 

（ほか、平均臨時雇用

者数） 

（名） 
268 

(501)

264 

(575)

269 

(551)

270 

(560)

262 

(533)



２【事業の内容】 

 当中間会計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。 

また、主要な関係会社における異動もありません。 

３【関係会社の状況】 

当中間会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

４【従業員の状況】 

(1）提出会社の状況                                平成18年８月31日現在 

 （注） 従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は当中間会計期間の平均人員を（ ）外数で記載しております。 

  

(2）労働組合の状況 

 当社の労働組合は、「株式会社オンワード樫山」ならびにその関係会社の従業員による「オールオンワードユニ

オン」の一支部として、当社が設立された昭和59年２月20日から加盟しております。 

 「オールオンワードユニオン」は、オンワードグループの各社の発展とオンワードグループに働く全従業員の労

働条件ならびに福利厚生等の向上を目指し、昭和50年１月17日結成されたものであり、平成18年８月31日現在の組

合員は1,761人で組合結成以来、健全な労使関係を維持しており特記すべき事項はありません。 

従業員数（名）                    269（551）   



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1）業績 

 当中間会計期間におけるわが国経済は、原油の高止まりや一部の企業による不祥事の発生による証券市場の低

迷等の不安要素もあったものの、好調な企業収益を背景に設備投資が増加するなど景況感は安定し、雇用・所得

環境の改善から個人消費にも明るさが見られ、景気は回復基調で推移いたしました。 

 しかしながら、アパレル業界、小売業界におきましては、春先の低気温、長梅雨など天候不順の悪影響の中、

流通経路の多様化、分散化が進み、消費嗜好が「十人十色」へと変化する中でブランド間競争は激化し、決して

楽観できない情勢で推移しております。 

 このような経営環境のもと、当社は、ヒット商品を生み出すための戦略的マーチャンダイジングと、積極的な

販売促進活動行うなどラグジュアリー戦略を継続推進することにより、他ブランドとの差別化を図り、ブランド

間競争における地位の確立、業容の拡大を図ってまいりました。 

 この結果、当中間会計期間におきましては、売上高151億72百万円（前年同期比3.8％減）、営業利益は21億81

百万円（同25.0％減）、経常利益は21億90百万円（同24.7％減）、中間純利益は12億69百万円（同25.9％減）の

減収減益となりました。 

（注）上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

(2）キャッシュ・フローの状況 

キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 

 当中間会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、営業活動による資金減32百万円、

投資活動による資金増52百万円及び財務活動による資金減5億93百万円により、前事業年度末に比べ、5億73百万

円減少し、251億89百万円となりました。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動により減少した資金は、32百万円（前年同期比88.3％減）となりました。これは主に、税引前中間純

利益が前中間会計期間に比べ6億93百万円減少したことに加え、棚卸資産の増加8億32百万円、売上債権の増加6

億57百万円、法人税等の支払額8億24百万円の支出によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動により増加した資金は、52百万円（前年に比べ12億92百万円の支出増）となりました。これは主に、

固定資産及び長期前払費用の取得47百万円の支出に対する、差入保証金の回収1億円の収入によるものでありま

す。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動により支出した資金は、5億93百万円（前年同期比14.4％減）となりました。これは主に、配当金の

支払額5億92百万円によるものであります。       



２【仕入及び販売の状況】 

(1）仕入実績 

 （注）１. 金額は、仕入価格によっております。 

２. 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

(2）販売実績 

 （注）１. 金額は、販売価格によっております。 

２. 主な相手先別の販売実績及びそれぞれの総販売実績に対する割合は次の通りであります。 

３. 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

３【対処すべき課題】 

当中間会計期間において、当社が対処すべき課題に重要な変更及び新たな事項はありません。 

４【経営上の重要な契約等】 

当中間会計期間において、新たに締結した経営上の重要な契約等はありません。 

５【研究開発活動】 

 特記事項はありません。 

品目名  

当中間会計期間 
  自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日 

金額（百万円） 前年同期比（％） 

衣料品等販売事業      

婦人服 3,659 103.9 

紳士服 2,533 137.8 

ジーンズ 559 104.6 

その他 429 107.9 

合計 7,182 114.1 

品目別 

当中間会計期間 
  自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日 

金額（百万円） 前年同期比（％） 

衣料品等販売事業     

婦人服 7,273 91.2 

紳士服 5,706 102.9 

ジーンズ 1,411 94.2 

その他 780 104.2 

合計 15,172 96.2 

相手先 
前中間会計期間 当中間会計期間 

金額（百万円） 割合（％） 金額（百万円） 割合（％） 

㈱西武百貨店 2,158 13.7 1,838 12.1 



第３【設備の状況】 

１【主要な設備の状況】 

当中間会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

２【設備の新設、除却等の計画】 

  （１）重要な設備投資計画の完了 

     前事業年度末に計画していた設備投資計画は、当中間会計期間において次のとおりに完了いたしました。 

 （注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  （２）重要な設備の新設、除却等 

     当中間会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等の計画はありません。 

 事業所名 
 （所在地） 

セグメントの
名称 

設備の内容  
投資額  
（百万円）  

資金調達方法  着手及び完了年月  

本社 

 (東京都中央区) 
 本社総合 

 ソフトウェア及び

事務設備等 
11  自己資金  平成18年3月  平成18年8月 

百貨店等  

 (全国各地) 
衣料品等販売  売場設備 36  自己資金  平成18年3月  平成18年8月 



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

(2）【新株予約権等の状況】 

 該当事項はありません。 

(3）【発行済株式総数、資本金等の状況】 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 37,200,000 

計 37,200,000 

種類 
中間会計期間末現在発行
数（株） 
（平成18年８月31日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成18年11月27日） 

上場証券取引所名又
は登録証券業協会名 

内容 

普通株式 19,780,400 19,780,400 
東京証券取引所 

市場第１部 

完全議決権株式

であり、権利内

容に何ら限定の

ない当社におけ

る標準となる株

式 

計 19,780,400 19,780,400 － － 

年月日 
発行済株式
総数増減数 
（株） 

発行済株式
総数残高 
（株） 

資本金増減
額 
（百万円） 

資本金残高 
（百万円） 

資本準備金
増減額 
（百万円） 

資本準備金
残高 
（百万円） 

平成18年3月1日から 

 平成18年8月31日まで 
－ 19,780,400 － 2,349 － 3,029 



(4）【大株主の状況】 

 （注） 上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりです。 

      日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）    754千株 

      日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）  529千株 

(5）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

  平成18年８月31日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合
（％） 

株式会社オンワード樫山 東京都中央区日本橋３－10－５ 5,243 26.5 

ポロ ラルフ ローレン コ

ーポレーション 
650 MADISON AVENUE NEW YORK.NY10022.U.S.A. 3,957 20.0 

ステート ストリート バ

ンク アンド トラストカ

ンパニー 

P.O.BOX351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 U.S.A. 1,009 5.1 

株式会社オンワードクリ

エイティブセンター 
東京都中央区日本橋３－10－５ 1,008 5.1 

日本マスタートラスト信

託銀行株式会社(信託口) 
東京都港区浜松町２－11－３ 880 4.5 

株式会社三菱東京UFJ銀行 東京都千代田区丸の内２－７－１ 788 4.0 

株式会社ビエン 東京都中央区日本橋３－10－５ 769 3.9 

株式会社オンワードライ

フデザインネットワーク 
東京都中央区日本橋３－10－５ 706 3.6 

日本トラスティ・サービ

ス信託銀行株式会社(信託

口) 

東京都中央区晴海１－８－11 568 2.9 

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区有楽町１－１－２ 547 2.8 

計 － 15,479 78.3 

  平成18年８月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等）  普通株式      6,000 － － 

完全議決権株式（その他）   普通株式 19,747,000 197,470 － 

単元未満株式  普通株式     27,400 － － 

発行済株式総数 19,780,400 － － 

総株主の議決権 － 197,470 － 



②【自己株式等】 

２【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

３【役員の状況】 

 前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までの役員の異動はありません。 

  平成18年８月31日現在

所有者の氏名又
は名称 

所有者の住所 
自己名義所有株
式数（株） 

他人名義所有株
式数（株） 

所有株式数の合
計（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

株式会社インパク

ト二十一 

東京都中央区日本

橋３－10－５ 
6,000 － 6,000 0.0 

計 － 6,000 － 6,000 0.0 

月別 平成18年３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 

最高（円） 3,240 3,140 2,820 2,630 2,505 2,265 

最低（円） 2,635 2,650 2,550 2,180 1,870 2,060 



第５【経理の状況】 

１．中間財務諸表の作成方法について 

 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号。

以下「中間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前中間会計期間（平成17年３月１日から平成17年８月31日まで）は、改正前の中間財務諸表等規則に基づ

き、当中間会計期間（平成18年３月１日から平成18年８月31日まで）は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作

成しております。 

 ただし、前中間会計期間（平成17年３月１日から平成17年８月31日まで）については、「財務諸表等の用語、様式

及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年１月30日内閣府令第５号）附則第３項のただし

書きにより、改正前の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

  

２．監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規程に基づき、前中間会計期間（平成17年３月１日から平成17年８月31日ま

で）の中間財務諸表について、中央青山監査法人による中間監査を受け、また、当中間会計期間（平成18年３月１日

から平成18年８月31日まで）の中間財務諸表について、新日本監査法人による中間監査を受けております。 

  なお、当社の監査人は次のとおり交代しております。 

 前中間会計期間  中央青山監査法人 

 当中間会計期間  新日本監査法人 

   中央青山監査法人は、平成18年９月１日付で法人名を「みすず監査法人」に変更しております。 

３．中間連結財務諸表について 

 当社は子会社がありませんので、中間連結財務諸表を作成しておりません。 



【中間財務諸表等】 

(1）【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

    
前中間会計期間末 

(平成17年８月31日現在) 
当中間会計期間末 

(平成18年８月31日現在) 
前事業年度の要約貸借対照表 
(平成18年２月28日現在) 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

１．現金及び預金   24,705   25,189 25,763   

２．受取手形   5   5 1   

３．売掛金   3,161   3,238 2,585   

４．商品   3,163   4,016 3,184   

５．繰延税金資産   842   1,102 979   

６．その他   67   100 52   

貸倒引当金   △15   △3 △10   

流動資産合計     31,930 85.3 33,649 85.2   32,554 84.3

Ⅱ 固定資産           

１．有形固定資産 ※1         

（１）建物附属設備   463   370 427   

（２）車輌運搬具   1   1 1   

（３）器具・備品   181   144 165   

（４）土地   1   1 1   

有形固定資産合計     647 1.7 516 1.3   595 1.6

２．無形固定資産     39 0.1 49 0.1   45 0.1

３．投資その他の資産           

（１）投資有価証券   95   133 146   

（２）長期前払費用   176   210 214   

（３）繰延税金資産   249   242 238   

（４）差入保証金   3,304   3,204 3,304   

（５）その他   1,010   1,509 1,509   

投資その他の資産
合計 

    4,836 12.9 5,301 13.4   5,413 14.0

固定資産合計     5,523 14.7 5,867 14.8   6,055 15.7

資産合計     37,454 100.0 39,517 100.0   38,609 100.0 

            

 



    
前中間会計期間末 

(平成17年８月31日現在) 
当中間会計期間末 

(平成18年８月31日現在) 
前事業年度の要約貸借対照表 
(平成18年２月28日現在) 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１．支払手形   341   339 263   

２．買掛金   4,410   4,574 4,795   

３．未払金   5   28 63   

４．未払費用   716   598 816   

５．未払法人税等   951   1,095 835   

６．未払消費税等 ※2 61   61 66   

７．前受金   1,223   1,838 1,475   

８．賞与引当金   219   112 108   

９．役員賞与引当金   －   13 －   

10．返品調整引当金   84   89 57   

11．その他   44   15 18   

流動負債合計     8,059 21.5 8,766 22.2   8,501 22.0

Ⅱ 固定負債           

１．退職給付引当金   607   622 607   

２．役員退職金引当金   69   63 88   

固定負債合計     677 1.8 686 1.7   695 1.8

負債合計     8,737 23.3 9,452 23.9   9,196 23.8

            

（資本の部）           

Ⅰ 資本金     2,349 6.3 － －   2,349 6.1

Ⅱ 資本剰余金           

資本準備金   3,029   － 3,029   

資本剰余金合計     3,029 8.1 － －   3,029 7.8

Ⅲ 利益剰余金           

１．利益準備金   265   － 265   

２．任意積立金   20,050   － 20,050   

３．中間（当期）未処
分利益 

  3,002   － 3,669   

利益剰余金合計     23,318 62.3 － －   23,985 62.1

Ⅳ その他有価証券評価
差額金 

    29 0.0 － －   60 0.2

Ⅴ 自己株式 ※3    △9 △0.0 － －   △11 △0.0

資本合計     28,717 76.7 － －   29,413 76.2

負債資本合計     37,454 100.0 － －   38,609 100.0 

 



    
前中間会計期間末 

(平成17年８月31日現在) 
当中間会計期間末 

(平成18年８月31日現在) 
前事業年度の要約貸借対照表 
(平成18年２月28日現在) 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（純資産の部）           

Ⅰ 株主資本           

１．資本金     － － 2,349 5.9   － －

２．資本剰余金           

（１）資本準備金   －   3,029 －   

  資本剰余金合計     － － 3,029 7.7   － －

３．利益剰余金           

（１）利益準備金   －   265 －   

（２）その他利益剰  
余金 

          

  別途積立金   －   21,800 －   

  繰越利益剰余金   －   2,560 －   

   利益剰余金合計     － － 24,625 62.3   － －

４．自己株式     － － △11 △0.0   － －

  株主資本合計     － － 29,993 75.9   － －

Ⅱ 評価・換算差額等           

１．その他有価証券評
価差額金 

    － － 52 0.1   － －

２．繰延ヘッジ損益     － － 19 0.1   － －

評価・換算差額等合
計 

    － － 71 0.2   － －

純資産合計     － － 30,064 76.1   － － 

負債純資産合計     － － 39,517 100.0   － －



②【中間損益計算書】 

    
前中間会計期間 

(自平成17年３月１日 
至平成17年８月31日) 

当中間会計期間 
(自平成18年３月１日 
至平成18年８月31日) 

前事業年度の要約損益計算書 
(自平成17年３月１日 
至平成18年２月28日) 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高     15,764 100.0 15,172 100.0   31,095 100.0 

Ⅱ 売上原価     8,712 55.3 9,072 59.8   18,002 57.9

売上総利益     7,051 44.7 6,099 40.2   13,093 42.1

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

    4,144 26.3 3,918 25.8   8,053 25.9

営業利益     2,906 18.4 2,181 14.4   5,039 16.2

Ⅳ 営業外収益 ※1   4 0.1 9 0.0   16 0.1

Ⅴ 営業外費用     0 0.0 0 0.0   0 0.0

経常利益     2,910 18.5 2,190 14.4   5,056 16.3

Ⅵ 特別利益 ※2   － － 7 0.0   － －

Ⅶ 特別損失 ※3   24 0.2 5 0.0   28 0.1

税引前中間（当
期）純利益 

    2,885 18.3 2,191 14.4   5,027 16.2

法人税、住民税及
び事業税 

  892   1,058 1,919   

法人税等調整額   279 1,171 7.4 △136 921 6.0 133 2,053 6.6

中間（当期）純利
益 

    1,713 10.9 1,269 8.4   2,974 9.6

前期繰越利益     1,289 －   1,289 

中間配当額     － －   593 

中間（当期）未処
分利益 

    3,002 －   3,669 

            



③【中間株主資本等変動計算書】 

  当中間会計期間（自 平成18年３月１日 至 平成18年８月31日） 

 （注）平成18年５月25日開催の第23期定時株主総会における利益処分項目であります。 

 

株主資本 

資本金 

資本 

剰余金 

利益剰余金 

自己株式 
株主資本 

合計 
利益 

準備金 

その他の利益剰余金 利益 

剰余金 

合計 

資本 

準備金 

別途 

積立金 

繰越利益 

剰余金 

平成18年2月28日残高（百万

円） 
2,349 3,029 265 20,050 3,669 23,985 △11 29,353 

中間会計期間中の変動額         

別途積立金の積立て（注）    1,750 △1,750 －  － 

剰余金の配当（注）     △593 △593  △593 

役員賞与（注）     △36 △36  △36 

中間純利益     1,269 1,269  1,269 

自己株式の取得       △0 △0 

株主資本以外の項目の中間

会計期間中の変動額（純

額） 

        

中間会計期間中の変動額合

計 

（百万円） 

－ － － 1,750 △1,109 640 △0 639 

平成18年8月31日残高 

（百万円） 
2,349 3,029 265 21,800 2,560 24,625 △11 29,993 

 

評価・換算差額等 

純資産 

合計 

その他 

有価証券 

評価差額金 

繰延ヘッジ 

損益 

評価・換算 

差額等合計 

平成18年2月28日残高 

（百万円）  
60 － 60 29,413 

中間会計期間中の変動額     

別途積立金の積立て（注）    － 

剰余金の配当（注）    △593 

役員賞与（注）    △36 

中間純利益    1,269 

自己株式の取得    △0 

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額） 
△7 19 11 11 

中間会計期間中の変動額合計 

（百万円） 
△7 19 11 651 

平成18年8月31日残高 

（百万円） 
52 19 71 30,064 



④【中間キャッシュ・フロー計算書】 

    
前中間会計期間 

(自 平成17年３月１日
至 平成17年８月31日)

当中間会計期間 
(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日)

前事業年度の要約キャ
ッシュ・フロー計算書 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日)

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

１．税引前中間（当期）純利益   2,885 2,191 5,027

２．減価償却費   189 121 271

３．貸倒引当金の増加・減少（△）額   5 △7 0

４．賞与引当金の増加・減少（△）額   41 3 △69

５．役員賞与引当金の増加額   － 13 －

６．返品調整引当金の増加額   33 31 6

７．退職給付引当金の増加額   10 15 9

８．役員退職金引当金の減少額   △46 △24 △28

９．受取利息・配当金   △3 △7 △14

10．固定資産除却損   10 5 14

11．売上債権の増加額   △1,213 △657 △633

12．商品の増加額   △103 △832 △123

13．仕入債務の増加・減少（△）額   △255 △145 50

14．前受金の増加・減少（△）額   △668 363 △417

15．未払消費税等の減少額   △73 △5 △68

16．その他資産の増加（△）・減少額   △51 △19 6

17．その他負債の増加・減少（△）額   130 △226 290

18．役員賞与の支払額   △45 △36 △45

小計   844 784 4,276

19．利息及び配当金の受取額   3 7 14

20．法人税等の支払額   △1,126 △824 △2,296

営業活動によるキャッシュ・フロー   △278 △32 1,993

 



    
前中間会計期間 

(自 平成17年３月１日
至 平成17年８月31日)

当中間会計期間 
(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日)

前事業年度の要約キャ
ッシュ・フロー計算書 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日)

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

１．定期預金の預入による支出   △1,000 － △1,500

２．有形固定資産・無形固定資産の取
得による支出 

  △296 △13 △334

３．長期前払費用に対する支出   △43 △34 △125

４．差入保証金の回収による収入   100 100 100

５．その他   △0 0 0

投資活動によるキャッシュ・フロー   △1,239 52 △1,859

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

１．自己株式の取得による支出   △0 △0 △2

２．配当金の支払額   △692 △592 △1,285

財務活動によるキャッシュ・フロー   △693 △593 △1,288

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額   △2,211 △573 △1,153

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高   26,917 25,763 26,917

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末（期
末）残高 

 ※1 24,705 25,189 25,763

    



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

前中間会計期間 
自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日 

当中間会計期間 
自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日 

前事業年度 
自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

(1）有価証券 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

(1）有価証券 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

(1）有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 中間決算日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部資本直

入法により処理し、売却原価は移

動平均法により算定） 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 中間決算日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部純資産

直入法により処理し、売却原価は

移動平均法により算定） 

その他有価証券  

時価のあるもの  

 決算日の市場価格等に基づく時

価法（評価差額は全部資本直入法

により処理し、売却原価は移動平

均法により算定） 

(2）デリバティブ 

時価法を採用しております。 

(2）デリバティブ 

同左 

(2）デリバティブ 

同左 

(3）棚卸資産 

商品 

 総平均法による原価法により評価

しておりますが、季越の商品で著し

く価額が低下し、回復する見込みの

ないものについては、同種商品の過

去の販売実績に照らし評価減を行

い、評価替え後の金額により計上し

ております。 

(3）棚卸資産 

商品 

 同左 

(3）棚卸資産 

商品 

同左 

当該評価減の金額は445百万円であ

ります。 

当該評価減の金額は510百万円であ

ります。 

当該評価減の金額は832百万円であ

ります。 

２ 固定資産の減価償却の方法 

(1）有形固定資産 

定率法を採用しております。なお、主

な耐用年数は以下のとおりでありま

す。 

２ 固定資産の減価償却の方法 

(1）有形固定資産 

同左 

２ 固定資産の減価償却の方法 

(1）有形固定資産 

同左 

建物附属設備    ３年～15年 

車輌運搬具     ６年 

器具・備品     ３年～10年 

  

(2）無形固定資産 

自社利用のソフトウェアについては、

社内における利用可能期間（５年以

内）に基づく定額法を採用しておりま

す。 

(2）無形固定資産 

同左 

(2）無形固定資産 

同左 

(3）長期前払費用 

定額法を採用しております。 

(3）長期前払費用 

同左 

(3）長期前払費用 

同左 

３ 引当金の計上基準 

(1）貸倒引当金 

 売上債権等の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性を勘案

し、回収不能見込額を計上しておりま

す。 

３ 引当金の計上基準 

(1）貸倒引当金 

同左 

３ 引当金の計上基準 

(1）貸倒引当金 

同左 

(2）賞与引当金 

 従業員に支給する賞与に充てるた

め、支給見込額のうち当中間会計期間

負担額を計上しております。 

(2）賞与引当金 

同左 

(2）賞与引当金 

 従業員に支給する賞与に充てるた

め、支給見込額のうち当事業年度負担

額を計上しております。 

(3）    ────── 

  

(3）役員賞与引当金 

 役員に支給する賞与に充てるため、

支給見込額のうち当中間会計期間負担

額を計上しております。 

（会計方針の変更） 

 当中間会計期間より、「役員賞与に

関する会計基準」（企業会計基準第４

号 平成17年11月29日）を適用してお

ります。 

 これにより営業利益、経常利益及び

税引前中間純利益は、それぞれ13百万

円減少しております。 

(3）     ────── 

  

 



前中間会計期間 
自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日 

当中間会計期間 
自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日 

前事業年度 
自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日 

(4）返品調整引当金 

 将来予想される売上返品に備え、法

人税法の規定に準じて計算した額を計

上しております。 

(4）返品調整引当金 

同左 

(4）返品調整引当金 

同左 

(5）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当

事業年度末における退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づき、当中間会

計期間末において発生していると認め

られる額を計上しております。 

 数理計算上の差異は、発生の翌期か

ら定額法（５年）により費用処理して

おります。 

 過去勤務債務は、定額法（５年）に

より費用処理しております。 

(5）退職給付引当金 

同左 

(5）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当

事業年度末における退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づき計上してお

ります。 

 数理計算上の差異は、発生の翌期か

ら定額法（５年）により費用処理して

おります。 

 過去勤務債務は、定額法（５年）に

より費用処理しております。 

(6）役員退職金引当金 

 役員の退職金の支給に備えるため、

内規に基づく中間期末要支給額を計上

しております。 

(6）役員退職金引当金 

同左 

(6）役員退職金引当金 

 役員の退職金の支給に備えるため、

内規に基づく期末要支給額を計上して

おります。 

４ リース取引の処理方法 

 リース取引の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理によって

おります。 

４ リース取引の処理方法 

同左 

４ リース取引の処理方法 

同左 

５ ヘッジ会計の方法 

(1）ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理を採用しておりま

す。なお、為替予約について振当処理

の要件を満たしている場合は振当処理

を採用しております。 

５ ヘッジ会計の方法 

(1）ヘッジ会計の方法 

同左 

５ ヘッジ会計の方法 

(1）ヘッジ会計の方法 

      同左 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

 為替予約をヘッジ手段とし、外貨建

ての金銭債務及び予定取引をヘッジ対

象としております。 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

(3）ヘッジ方針 

 外貨建輸入取引に関わる将来の外国

為替相場変動リスクを回避して、外貨

建て債務の円貨によるキャッシュ・フ

ローを固定化することを目的として、

仕入先への発注に対応し、決済日を基

準として為替予約を行なっておりま

す。 

(3）ヘッジ方針 

同左 

(3）ヘッジ方針 

      同左 

(4）ヘッジ有効性評価の方法 

 外貨建ての発注金額に対し、同一通

貨建てによる同一金額で同一期日の為

替予約を付することにより、為替予約

締結後の外国為替相場の変動による相

関関係が確保されることを確認してお

ります。 

 また、予定取引については、実行可

能性が極めて高いものと判断しており

ます。 

(4）ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

(4）ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

 



前中間会計期間 
自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日 

当中間会計期間 
自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日 

前事業年度 
自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日 

６  中間キャッシュ・フロー計算書における

資金の範囲 

 中間キャッシュ・フロー計算書上資

金の範囲に含めた現金及び現金同等物

は、手許現金及び要求払預金のほか取

得日より3ヶ月以内に満期日が到来す

る定期性預金であります。 

６  中間キャッシュ・フロー計算書における

資金の範囲 

同左 

６  キャッシュ・フロー計算書における資金

の範囲 

 要約キャッシュ・フロー計算書上資

金の範囲に含めた現金及び現金同等物

は、手許現金及び要求払預金のほか取

得日より3ヶ月以内に満期日が到来す

る定期性預金であります。 

７ その他中間財務諸表作成のための基本と

なる重要な事項 

７ その他中間財務諸表作成のための基本と

なる重要な事項 

７ その他財務諸表作成のための基本となる

事項 

(1）消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計処理

は、税抜方式によっております。 

(1）消費税等の会計処理 

同左 

(1）消費税等の会計処理 

同左 



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前中間会計期間 
自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日 

当中間会計期間 
自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日 

前事業年度 
自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日 

────── （固定資産の減損に係る会計基準） 

 当中間会計期間より、固定資産の減

損に係る会計基準（「固定資産の減損

に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会平成14年8月9

日））及び「固定資産の減損に係る会

計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針 第6号平成15年10月31日）を適

用しております。 

 これによる損益に与える影響はあり

ません。 

────── 

──────  （貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

 当中間会計期間より、「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準第5号 平成17年

12月9日）及び「貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準等の適用

指針」（企業会計基準適用指針第8号

平成17年12月9日）を適用しておりま

す。 

 従来の資本の部の合計に相当する金

額は、30,045百万円であります。 

 なお、当中間会計期間における中間

貸借対照表の純資産の部については、

中間財務諸表等規則の改正に伴い、改

正後の中間財務諸表等規則により作成

しております。 

────── 



（追加情報） 

注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間 
自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日 

当中間会計期間 
自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日 

前事業年度 
自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日 

（外形標準課税制度の導入） 

 「地方税法等の一部を改正する法

律」（平成15年 法律第9号）が平成

15年3月31日に公布され、平成16年4

月1日以降に開始する事業年度より外

形標準課税制度が導入されたことに

伴い、当中間会計期間から「法人事

業税における外形標準課税部分の損

益計算書上の表示についての実務上

の取扱い」（平成16年2月13日企業会

計基準委員会実務対応報告第12号）

に従い法人事業税の付加価値割及び

資本割については、販売費及び一般

管理費に計上しております。 

 この結果、販売費及び一般管理費

が26百万円増加し、営業利益、経常

利益及び税引前中間純利益が同額減

少しております。 

 ────── （外形標準課税制度の導入） 

 「地方税法等の一部を改正する法

律」（平成15年 法律第9号）が平成15

年3月31日に公布され、平成16年4月1

日以降に開始する事業年度より外形標

準課税制度が導入されたことに伴い、

当事業年度から「法人事業税における

外形標準課税部分の損益計算書上の表

示についての実務上の取扱い」（平成

16年2月13日 企業会計基準委員会実務

対応報告第12号）に従い法人事業税の

付加価値割及び資本割については、販

売費及び一般管理費に計上しておりま

す。 

 この結果、販売費及び一般管理費が

53百万円増加し、営業利益、経常利益

及び税引前当期純利益が同額減少して

おります。 

前中間会計期間末 
平成17年８月31日 

当中間会計期間末 
平成18年８月31日 

前事業年度末 
平成18年２月28日 

※１ 有形固定資産減価償却累計額 

   477百万円 

※１ 有形固定資産減価償却累計額 

      652百万円 

※１ 有形固定資産減価償却累計額 

      545百万円 

※２ 消費税等の取扱 ※２ 消費税等の取扱 ※２ 消費税等の取扱      

 仮払消費税等及び仮受消費税等は相

殺のうえ、未払消費税等として表示し

ております。 

同左 同左 

 ※３ 自己株式の数    ※３     ──────  ※３ 自己株式の数   

    普通株式           5,330株            普通株式             5,780株



（中間損益計算書関係） 

（中間株主資本等変動計算書関係） 

 当中間会計期間（自 平成18年3月1日 至 平成18年8月31日） 

 １．発行済み株式の総数並びに自己株式の株式数に関する事項 

 （注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加０千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

 ２．配当に関する事項 

 （１）配当金支払額 

 （２）基準日が当中間会計期間に属する配当金のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間末後となるもの 

前中間会計期間 
自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日 

当中間会計期間 
自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日 

前事業年度 
自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日 

※１ 営業外収益のうち主要なもの ※１ 営業外収益のうち主要なもの ※１ 営業外収益のうち主要なもの 

受取利息及び配当金 3百万円 受取利息及び配当金  7百万円 受取利息及び配当金   14百万円

※２     ────── ※２ 特別利益のうち主なもの ※２      ────── 

 貸倒引当金戻入益   7百万円  

※３ 特別損失のうち主なもの ※３ 特別損失のうち主なもの ※３ 特別損失のうち主なもの 

固定資産除却損 24百万円 固定資産除却損   5百万円 固定資産除却損     28百万円

４ 減価償却実施額 ４ 減価償却実施額 ４ 減価償却実施額 

有形固定資産 118百万円

無形固定資産 3百万円

長期前払費用 67百万円

有形固定資産    79百万円

無形固定資産  5百万円

長期前払費用   35百万円

有形固定資産    196百万円

無形固定資産  8百万円

長期前払費用  65百万円

 
前事業年度末株式数

（千株） 

当中間会計期間増加 

株式数（千株） 

当中間会計期間減少 

株式数（千株） 

当中間会計期間末 

株式数（千株） 

発行済株式     

普通株式 19,780 - - 19,780 

合 計 19,780 - - 19,780 

自己株式     

普通株式 （注）１ 5 0 - 6 

合 計 5 0 - 6 

決議 株式の種類 
配当金の総額 

（百万円） 

一株当たり 

配当額（円） 
基準日 効力発生日 

平成18年5月25日 

定時株主総会 
普通株式  593 30 平成18年２月28日 平成18年５月25日 

決議 株式の種類 

配当金の総

額 

（百万円） 

配当の原資 

一株当たり

配当額

（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年10月12日 

取締役会 
普通株式  593 利益剰余金 30 平成18年８月31日 平成18年11月２日



（中間キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間会計期間 
自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日 

当中間会計期間 
自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日 

前事業年度 
自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日 

※１ 現金及び現金同等物の中間期

末残高と中間貸借対照表に記載され

ている科目の金額との関係 

  

（平成17年８月31日現在） 

※１ 現金及び現金同等物の中間期

末残高と中間貸借対照表に記載され

ている科目の金額との関係 

  

（平成18年８月31日現在） 

※１ 現金及び現金同等物の期末残

高と貸借対照表に記載されている科

目の金額との関係 

  

（平成18年２月28日現在） 

現金及び預金勘定 24,705百万円

現金及び現金同等物 24,705百万円

現金及び預金勘定   25,189百万円

現金及び現金同等物   25,189百万円

現金及び預金勘定 25,763百万円

現金及び現金同等物 25,763百万円



（リース取引関係） 

前中間会計期間 
自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日 

当中間会計期間 
自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日 

前事業年度 
自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び中間期末残高相当額 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び期末残高相当額 

  
取得価額
相当額 
(百万円) 

減価償却
累計額相
当額 
(百万円) 

中間期末
残高相当
額 
(百万円) 

器具・
備品等 

158 77 80 

合計 158 77 80 

  
取得価額
相当額 
(百万円)

減価償却
累計額相
当額 
(百万円) 

中間期末
残高相当
額 
(百万円) 

器具・
備品等 

141 100 41

合計 141 100 41

取得価額
相当額 
(百万円) 

減価償却
累計額相
当額 
(百万円) 

期末残高
相当額 
(百万円) 

器具・
備品等 

158 97 60 

合計 158 97 60 

(2）未経過リース料中間期末残高相当額 (2）未経過リース料中間期末残高相当額等 

  未経過リース料中間期末残高相当額 

(2）未経過リース料期末残高相当額 

１年内 39百万円

１年超 42百万円

合計 82百万円

１年内   29百万円

１年超   12百万円

合計   42百万円

１年内 39百万円

１年超 23百万円

合計 62百万円

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額 

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当

額及び減損損失 

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額 

支払リース料 20百万円

減価償却費相当額 19百万円

支払利息相当額 1百万円

支払リース料   13百万円

減価償却費相当額   13百万円

支払利息相当額  ０百万円

支払リース料 42百万円

減価償却費相当額 39百万円

支払利息相当額 2百万円

(4)減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法によっております。 

(4)減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(4)減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(5)利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額

相当額の差額を利息相当額とし、各期へ

の配分方法については、利息法によって

おります。 

(5)利息相当額の算定方法 

同左 

(5)利息相当額の算定方法 

同左 

      

 (減損損失について) 

────── 

 (減損損失について) 

リース資産に配分された減損損失はあ

りません。 

 (減損損失について) 

────── 



（有価証券関係） 

前中間会計期間末（平成17年８月31日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

当中間会計期間末（平成18年８月31日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

前事業年度（平成18年２月28日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

  

（デリバティブ取引関係） 

    前中間会計期間末（自平成17年３月１日 至平成17年８月31日） 

 当社が行っているデリバティブ取引はすべてヘッジ会計が適用されるため、記載の対象から除いております。

    当中間会計期間末（自平成18年３月１日 至平成18年８月31日） 

 当社が行っているデリバティブ取引はすべてヘッジ会計が適用されるため、記載の対象から除いております。

    前事業年度末（自平成17年３月１日 至平成18年２月28日） 

 当社が行っているデリバティブ取引はすべてヘッジ会計が適用されるため、記載の対象から除いております。

（持分法損益等） 

前中間会計期間（自平成17年３月１日 至平成17年８月31日） 

該当事項はありません。 

当中間会計期間（自平成18年３月１日 至平成18年８月31日） 

該当事項はありません。 

前事業年度（自平成17年３月１日 至平成18年２月28日） 

該当事項はありません。 

  取得原価（百万円） 
中間貸借対照表計上額 

（百万円） 
差額（百万円） 

株式 44 95 50 

合計 44 95 50 

  取得原価（百万円） 
中間貸借対照表計上額 

（百万円） 
差額（百万円） 

株式 45 133 88 

合計 45 133 88 

  取得原価（百万円） 
貸借対照表計上額 
（百万円） 

差額（百万円） 

株式 44 146 101 

合計 44 146 101 



（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

前中間会計期間 
自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日 

当中間会計期間 
自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日 

前事業年度 
自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日 

１株当たり純資産額  1,452.19円

１株当たり中間純利益  86.66円

１株当たり純資産額   1,520.40円

１株当たり中間純利益     64.22円

１株当たり純資産額  1,485.61円

１株当たり当期純利益  148.57円

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、潜在株

式がないため記載しておりません。 

同左  なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額については、潜在株

式がないため記載しておりません。 

  
前中間会計期間 

自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日 

当中間会計期間 
自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日 

前事業年度末 
自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日 

中間（当期）純利益（百万円） 1,713 1,269 2,974 

普通株主に帰属しない金額（百万

円） 
－ － 36 

（うち利益処分による役員賞与金） (－)  (－)  (36) 

普通株式に係る中間（当期）純利益 

（百万円） 
1,713 1,269 2,938 

期中平均株式数（千株） 19,775 19,774 19,775 



（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 



(2）【その他】 

平成18年10月12日開催の取締役会において、第24期の中間配当を行うことを決議いたしました。 

中間配当による配当金の総額             593百万円 

１株当たりの金額                     30円 

支払請求の効力発生日及び支払開始日     平成18年11月２日 

  

 （注）平成18年８月31日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株主に対し、 

支払いを行います。 



第６【提出会社の参考情報】 

 当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

（１）有価証券報告書及びその添付書類 

 事業年度（第23期）（自 平成17年３月１日 至 平成18年２月28日）平成18年５月26日関東財務局長に提出。 

（２）臨時報告書 

 平成18年３月１日関東財務局長に提出。 

 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号（代表取締役の異動）の規定に基づく臨時報告書でありま

す。 

 平成18年７月13日関東財務局長に提出。 

 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号（代表取締役の異動）の規定に基づく臨時報告書でありま

す。 

（３）臨時報告書の訂正報告書 

平成18年７月14日関東財務局長に提出。  

平成18年７月13日提出の臨時報告書（代表取締役の異動）に係る訂正報告書であります。 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１７年１１月２２日

株 式 会 社 イ ン パ ク ト 二 十 一 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社インパクト

二十一の平成１７年３月１日から平成１８年２月２８日までの第２３期事業年度の中間会計期間（平成１７年３月１日から平成１７

年８月３１日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書について

中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を

表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には

全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証

を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。

当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、株式会

社インパクト二十一の平成１７年８月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（平成１７年３月１日から平

成１７年８月３１日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

中 央 青 山 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 北 本 幸 仁 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 越 田 公 子 

      



独立監査人の中間監査報告書 

 平成18年11月27日 

株式会社 インパクト２１  

 取締役会 御中    

 新 日 本 監 査 法 人  

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 恩田 勲      印 

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 原 勝彦      印 

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 小林 宏      印 

 当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式

会社インパクト２１の平成１８年３月１日から平成１９年２月２８日までの第２４期事業年度の中間会計期間（平成１８

年３月１日から平成１８年８月３１日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株

主資本等変動計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営

者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財

務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないか

どうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監

査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な

基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、株式会社インパクト２１の平成１８年８月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（平成１

８年３月１日から平成１８年８月３１日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示して

いるものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上  

 （注） 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出

会社）が別途保管しております。 
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